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西会津町農業委員会 



第２９回 西会津町農業委員会総会会議録 

 

１ 開催の日時及び場所 

日 時  令和５年２月２０日（月）午前１０時００分    

場 所  西会津町役場 ２階会議室 
 
２ 招 集 者 西会津町農業委員会長 江川 新壽 

 

３ 本日の総会に出席した委員 

（農業委員） 

 会     長 12 番委員 江川 新壽 

会長職務代理者 11 番委員 佐藤 正光 

委     員 

２番委員 佐藤 健一 ３番委員 三瓶 常夫 ５番委員 矢部 幸彦 

６番委員 江川 政次 ７番委員 三留 弘法 ８番委員 小原 利道  

９番委員 仲川 久人 10 番委員 星 敬介 

 

 （推進委員） 

２番委員 伊藤 一郎 ３番委員 杉原 徳夫 ５番委員 長谷川耕二 

７番委員 加藤 勝  ８番委員 佐藤 武 ９番委員 山口 幸平  

11 番委員 猪俣 久一 

 

４ 本日の総会に欠席通告した委員  

（農業委員） 

１番委員 渡部 定衛 ４番委員 岩原 稔 

（推進委員） 
１番委員 三留 智篤 ４番委員 目黒 信一 ６番委員 長谷川辰男 
10 番委員 小野木洋一  

 
５ 総会に出席した職員 

事務局次長 鈴木 利博 

事 務 局 員 秦  康広 

 



○会長（あいさつ） 

皆さんおはようございます。朝晩めっきり寒くなり、また新型コロナウィルス

感染症が増えております。お忙しい中お集まりいただき大変ご苦労様です。本日

はよろしくお願いします。 

（開 会） 

○議長 

本日の出席委員は農業委員の定数１２名に対して１０名が出席しております

ので、会議規則第９条の委員過半数出席により総会は成立しております。 

それでは、これより「第２９回西会津町農業委員会総会」を開会します。本日

の総会次第はお手元に配布したとおりであります。 

○議長 

それでは会議次第２．会議録署名委員の指名を行います。 

会議規則第３０条の規定により、５番 矢部 幸彦委員、10 番 星 敬介委

員にお願いしたいと思います。  

○議長 

続いて、会議次第３．報告事項に移ります。 

報告第１号「主要業務報告」について、事務局より報告いたさせます。 

○事務局（鈴木事務局次長） 

 （主要業務について報告する。）  

○議長 

   ただいま事務局より報告のありました「主要業務報告」について、委員各位

のご意見、ご質問を求めます。 

○議長 

   ございませんか。なければ、これで質問を終わります。 

○議長 

   続きまして、会議次第４．付議事件に移ります。 

   議案第１号「農用地利用集積計画の決定について」を議題とします。事務局

の説明を求めます。 



○事務局（鈴木事務局次長） 

資料を基に説明（利用権の設定３件） 

○議長 

只今、事務局の説明が終わりました。それではこれより質疑を行います。質疑

ございませんか。 

○議長 

   質問がないようでありますので、これで質疑を終わります。 

これより討論に移ります。討論ございませんか。 

 （討論なしの声あり） 

○議長 

   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより議案第１号「農用地利用集積計画の決定について」を採決します。 

お諮りいたします。議案第１号「農用地利用集積計画の決定について」は原

案の通り承認するにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議長 

異議なしと認めます。 

したがいまして議案第１号「農用地利用集積計画の決定について」は原案の

通り承認されました。 

○議長 

以上で本日の付議事件はすべて終了しました。 

○議長 

続いて、次第５．その他に移ります。 

（１）令和５年度農作業標準料金表について事務局の説明を求めます。 

〇事務局（鈴木事務局次長） 

資料１４ページをご覧ください。皆様に事前に他市町村農業委員会との比較

表をお送りしてありますが、総会までの間に変更改定情報のありました部分を

修正しております。他市町村の中では、令和５年度の料金表を改定しない市町村



もあれば昨今の経費高騰により一律に引き上げをした他農業委員会もありまし

た。資料に基づき皆様のご意見をお願いします。（資料に基づき説明） 

議長 

   事務局より説明がありましたが、各委員さんのご意見をお願いします。 

〇11 番 佐藤正光委員 

大幅な電気料金の値上げの話題がでていますので、電気を使う作業について

ある程度中心的に値上げ見直しをしたらいいのではないかと思います。 

〇議長 

１１番委員からご意見ありましたが、そのほかございませんか。 

〇議長 

それでは、どのように確認していけばよろしいでしょうか。 

〇１１番 佐藤正光委員 

   折角、皆さんお集まりなので、順を追って上の方から時間はかかるかもしれ

ませんが、確認していただいたほうがよろしいかと思います。 

〇議長 

１１番から意見がでました。上から一つ一つやってはどうかと意見がでまし

た。皆さんそれでよろしいですか。 

  （異議なしの声あり） 

  〔順を追ってひとつずつ確認〕 

〇議長 

   とりあえず一通り確認されました。確認いただいた料金で令和５年度農作業

標準作業料金を決定してよろしいですか。 

  （異議なしの声あり） 

〇議長 

   異議なしと認めます。令和５年度農作業標準作業料金は決定しました。 

〇議長 

   続きまして（２）農業委員会法第７条に規定する指針について事務局の説明

を求めます。 



〇事務局（鈴木事務局次長） 

   農業委員会法第７条の指針の設定については努力義務でありましたが、法律

改正に伴い義務化されましたことから当農業委員会においても新たに設定する

ものであります。 

（資料に基づき説明） 

〇議長 

   事務局から説明がありました。委員の皆様からなにかありましたらお願いし

ます。 

〇議長 

   ございませんか。それでは次回総会で議案としますので、なにかありました

ら事務局へ２月末まで報告をお願いします。 

〇議長 

   続いて（３）農業経営基盤強化促進法等の一部改正について事務局の説明を

求めます。 

事務局（鈴木事務局次長） 

   法律の改正により、下限面積が撤廃されることに伴い、本農業委員会で定め

る別段面積についても廃止手続きが必要となりますことから別段面積の廃止を

公告するものであります。 

議長 

   法律の改正によるものでありますので、事務局で手続きを適正に進めてくだ

さい。 

〇議長 

続いて（４）当面の日程等について事務局の説明を求めます。 

○事務局（鈴木事務局次長） 

当面の日程について説明 

○議長 

（５）次回総会開催日について、事務局の説明をお願いします。 

○事務局次長（鈴木事務局次長） 



次回総会開催日について説明 

○議長 

続いて（６）その他に移ります。 

〇議長 

   事務局なにかありますか。 

○議長 

ほかに委員の皆さん、何かありますか 

○議長 

なければ、以上で本日予定されていました案件は全て終了しました。 

これで「第２９回西会津町農業委員会総会」を閉じます。お疲れさまでした。 

６．閉会 

午前１２時０３分 

  


